
重点テーマ・目標

　第４次徳島県住生活基本計画（骨子案）の概要

第４次計画における「基本的な方針」と「重点テーマ・施策」
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○ 社会情勢が大きく変化している中、「県としての重点施策」を明確に示すとともに、
　きめ細やかなＰＤＣＡサイクルにより推進

○ 市町村との密な連携体制を構築し、総合的かつ計画的な施策実施を支援

○ 県民一人ひとりが抱える課題やニーズの多様化、複合・複雑化を前提としつつ、
　施策の周知にあたっても、ターゲットとなる県民等への訴求力を高めるよう工夫

基本的な方針

住宅・住環境を取り巻く現況と課題

・ 人口減少の進行、将来的な世帯数の減少

・ 住宅ストックの世帯数を上回る増加と、

　それに伴う空き家の増加

　（市部では賃貸用空き家の増加が顕著）

・ 少子高齢化、単独世帯・ひとり親世帯の増加

・ 人口増減等は、市町村ごとに様相が異なる

・ 利便性の高い場所に住む割合の増加

人口・世帯や住宅ストック等の状況

・ 「防災」や「地方創生」の分野においては

　予算事業も創意工夫し、一定の成果

・ その他の分野では、法律の運用や

　国事業等の周知が主となっている分野も

第３次計画の進捗状況

１

重点テーマ１：「新たな日常」への対応

目標（１）住みたい空間を自由に選択・活用することを可能にする 

　　→　リフォームや移住など、住まいに手を入れながら住みたい空間を実現

目標（２）新たな技術でこれまでの課題を乗り越えることを可能にする 

　　→　「デジタル技術」をはじめ、革新技術を用いて課題を解決

重点テーマ２：「カーボンニュートラル」への貢献

目標（１）建物を長く使いこなし、継承していくことを可能にする 

　　→　ポテンシャルの高い空き家等による「リノベーション型のまちづくり」

目標（２）意義やメリットを感じながら、環境に優しい建物に住むことを可能にする 

　　→　健康リスクの低減等にも資する省エネルギー化、木造化・木質化を促進

重点テーマ３：「住まいのレジリエンス」の確保

目標（１）災害にしっかりと備え、命を守ることを可能にする 

　　→　「まずは命を守る」視点から、ハードだけに頼らない災害対策を推進

目標（２）いつ何時も安心して暮らし続けることを可能にする 

　　→　災害時も含めた、柔軟・持続的な「住宅セーフティネット」を構築

社会情勢の大きな変化

○ 新型コロナを契機とした「新たな日常」

　・ 「生活様式」の大きな変化

　・ 「地方移住」への関心の高まり

　・ 「デジタル技術」への期待

○ 「気候変動」による影響の顕在化

　・ 緩和：「カーボンニュートラル」

　・ 適応：「県土強靱化」

　　　　　　　　　　　　への機運の高まり
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 重点テーマ１：「新たな日常」への対応 
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 重点テーマ２：「カーボンニュートラル」への貢献 

 

目標（１）

　住みたい空間を自由に選択・活用することを可能にする

イメージ

イメージ

（主な施策）
○　新型コロナ等による「隠れた不満」の顕在化
　や「新たなニーズ」の発生を踏まえ、「住まい
　に手を入れながら生活する」ことを促進

　・　リフォーム事例や新築時の工夫の紹介など
　　県民への「動機付け」となる取組を推進
　・　県民と技術者との身近な関係構築を推進

○　既存ストックを最大限に活用しつつ、「地方
　移住」など「住まい方の多様化」を「しっかり
　と受け止める」まちづくりを促進

　・　「地方創生」に資する住まい確保を促進　
　・　既存団地内の空き家等を活用した交流拠点、
　　コワーキングスペース等の確保を促進

目標（２）
　新たな技術でこれまでの課題を乗り越えることを可能にする

イメージ

イメージ

（主な施策）
○　「非接触型の暮らし」など、住宅に関わる者
　が抱える多様な社会的課題を解決するため、
　革新的な「デジタル技術」の普及を促進

　・　「ＩｏＴ」や「ＡＩ」等のデジタル技術を
　　用いた「住まいのスマート化」を促進

○　法令・制度等への理解も含め、新たな建築技
　術に精通した「未来志向」の建築士や施工者、
　行政職員を養成

　・　設計分野を中心に、住宅・建築生産におけ
　　る「建築ＢＩＭ」の活用を促進
　・　近年の法令等の改正や、新たな施工技術に
　　ついて、県内建築技術者への普及を推進

目標（２）
　意義やメリットを感じながら、環境に優しい建物に住むことを可能にする

イメージ

イメージ

（主な施策）
○　法改正等の動向も注視しつつ、省エネルギー
　化のみならず健康リスクの低減等にも資する
　「断熱性能等の向上」を促進

　・　長期使用が見込まれる既存住宅について、
　　効果周知も図りながら、断熱改修等を促進
　・　市場全体で温室効果ガス排出実質ゼロを実
　　現するため、新築住宅での高度な対策を促進

○　温室効果ガスの排出抑制に優れる「木材」の
　利用が進むよう、規制の合理化等も踏まえつつ
　住宅・建築物の「木造化・木質化」を促進

　・　発注者へのメリットの周知・働きかけや、
　　事業者の知識・技術の向上等を促進

目標（１）

　建物を長く使いこなし、継承していくことを可能にする

イメージ

イメージ

（主な施策）
○　住宅が長く住み継がれていくよう、市場流通
　や適切な点検・修繕による長寿命化を促進

　・　地域のニーズや不動産市場の状況等に応じ、
　　空き家等の円滑な流通を促進
　・　分譲マンションの管理の適正化を促進

○　省資源で場所性の継承にも資する「リノベー
　ション型のまちづくり」とともに、その維持に
　不可欠な技術の継承を促進

　・　「まちの将来像」の実現に資する空き家等
　　の利活用を促進
　・　住宅・建築文化への関心を高めるとともに、
　　技術継承に資する取組を推進



 重点テーマ３：「住まいのレジリエンス」の確保 
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 重点テーマ３：「住まいのレジリエンス」の確保

【公営住宅の供給目標量：●戸】

　　R3～R12までの10年間における次の戸数の合計

　　　・新規の建設及び買取りの戸数　　・建替えによる建替え後の戸数

　　　・民間住宅等の借上げの戸数　　　・既存公営住宅の空家募集の戸数

 公営住宅の供給目標量

目標（１）

　災害にしっかりと備え、命を守ることを可能にする

イメージ

イメージ

（主な施策）
○　まずは命を守る「減災」の視点も採り入れ、
　速やかな耐震化が困難な世帯の状況にも寄り添
　いながら、ハードだけに頼らない対策を推進

　・　耐震化を原則としつつ、家具の転倒防止等、
　　簡易な対策による安全な空間の確保を促進
　・　福祉関係機関等と連携した戸別訪問など、
　　対象者に「より響く」普及活動を実施

○　地震や台風等により倒壊等するおそれがある
　「老朽危険空き家」など、災害時の円滑な避難・
　救援活動の阻害要因を解消

　・　危険密集市街地の解消をはじめ、空き家除
　　却等による地域の安全性向上を促進

目標（２）
　いつ何時も安心して暮らし続けることを可能にする

イメージ

イメージ

（主な施策）
○　「公営住宅等ストック」について、世帯数の
　将来的な減少や、民間住宅の空き室の増加等も
　考慮した「戦略的な維持管理」を推進

　・　県営住宅ストックの将来を見据えた集約化
　　等、生活支援機能の強化
　・　セーフティネット住宅等の民間住宅活用

○　民間住宅を含む「既存ストック」を最大限に
　活用し、柔軟かつ重層的な「災害時の住宅セー
　フティネット」の構築を推進

　・　短期間で準備が可能な「借上型」を基本に
　　応急仮設住宅を供給
　・　市町村向け「業務マニュアル」を整備


